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(57)【要約】
【課題】装置の監視およびサービス実行を容易にするた
めのシステムおよび方法を提供すること。
【解決手段】一実施形態では、システム（２８）は、少
なくとも１つの構成要素（３６）と、構成要素の動作デ
ータを測定するように構成された監視回路機構（３８）
とを有する医療装置（３０）を含み得る。このシステム
は、動作データを分析し、このような分析に基づく報告
（６８、８６、１９０）を出力するように構成されたデ
ータ処理システム（３２）も含むことができる。分析は
、動作データに変換を適用すること、および１つまたは
複数の実際の係数と閾値係数特性とを比較することを含
み得る。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
装置構成要素（３６）を含み、関心対象となる医療装置（３０）と、
　前記装置構成要素の動作データ（４８、９４、１１０、１１２）を測定するべく構成さ
れた監視回路機構（３８）と、
　前記装置構成要素の前記動作データの分析に少なくとも部分的に基づき報告（６８、８
６、１９０）を出力するように構成されたデータ処理システム（３２）とを備え、
　前記動作データの前記分析が、ウェーブレット変換を適用して、前記動作データ中の少
なくとも１つの信号成分を分離すること、および前記ウェーブレット変換の係数特性と１
つまたは複数の閾値係数特性との比較に少なくとも部分的に基づいて、一定の期間にわた
る前記装置の故障率または存続率（１９８）の少なくとも一方を予測することを含むこと
を特徴とするシステム（２８）。
【請求項２】
対象となる前記医療装置が画像システム（１５０、１６６）を含むことを特徴とする請求
項１に記載のシステム。
【請求項３】
前記画像システムが、装置構成要素（１８０）を有する冷却システム（１７５）を含み、
前記動作データが、前記装置構成要素に関する圧力データまたは温度データの少なくとも
一方を含むことを特徴とする請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
前記１つまたは複数の閾値係数特性が、対象となる前記医療装置と同様の、一群の追加医
療装置の統計的分析から少なくとも部分的に算出されることを特徴とする請求項１に記載
のシステム。
【請求項５】
関心対象となる装置（３０）の、関心対象となる特徴を含む動作データを取得するステッ
プ（５２）と、
　前記動作データから対象となる前記特徴を抽出するように、変換を適用するステップ（
５６）と、
　対象となる前記抽出された特徴に関連づけられた変換係数の特性を、対象となる前記装
置と同様の一群の追加装置の統計的分析（６２）から少なくとも部分的に導出される閾値
（６０）と比較するステップ（５８）と、
　前記比較に少なくとも部分的に依存して、対象となる前記装置の動作状態を算出するス
テップ（６６）と、
　前記装置の前記動作状態を示す報告（６８、８６、１９０）を出力するステップとを含
む方法。
【請求項６】
故障予測モデル（４４）を用いて、前記閾値を算出し（６２）、有限未来期間における装
置故障の確率を算出する（７８）ステップをさらに含むことを特徴とする請求項５に記載
の方法。
【請求項７】
信頼性モデル（４４）の使用に少なくとも部分的に基づいて、前記装置向けのサービスア
クションを選択するステップ（８４）をさらに含み、サービスアクションを選択するステ
ップが、複数の潜在サービスアクションそれぞれの実行に関連づけられた装置故障の確率
の期待変化を算出するステップ（８０）を含むことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
サービスアクションの実行（９０）に続いて、前記装置から追加動作データ（９４）を受
信するステップと、
　前記追加動作データおよび前記信頼性モデルにより実行されるサービスアクションの有
効性を算出するステップ（９６、９８）とをさらに含むことを特徴とする請求項７に記載
の方法。
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【請求項９】
前記装置の前記動作データを取得する前記ステップが、関心対象となる事象の起こる前に
収集されるところの前記装置の第１の動作データセット（１１０）と、対象となる前記事
象の後に収集されるところの前記装置の第２の動作データセット（１１２）と、を受信す
るステップ（１０８）を含むことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項１０】
前記第１および第２データセットそれぞれにウェーブレット変換を適用して（１１４）、
それぞれ、第１および第２のウェーブレット係数セットを生成するステップと、
　前記第１および第２のウェーブレット係数セットの間の変化を検出するステップ（１１
６）と、
　前記第１および第２のウェーブレット係数セットの間の前記変化に依存する、前記装置
の推定耐用年数の変化を算出するステップ（１１８）とをさらに含むことを特徴とする請
求項９に記載の方法。
【請求項１１】
前記報告（１９０）が、有限未来期間における装置故障確率、潜在サービスアクションの
実行に基づく前記装置故障確率の予測変化、または実行されたサービスアクションの有効
性の指示の少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項１２】
前記報告（１９０）が、装置サービスアクションの実行前後の、対象となる前記装置の存
続率の比較を示し、前記存続率が、ウェーブレット変換分析により判定されることを特徴
とする請求項５に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示内容は概して、サービス提供の分野に関する。より詳細には、本開示内容は、装
置の監視およびアフターサービスを容易にするためのシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　様々な産業、商業、医療および研究環境において、様々な機器類を日常的に利用して、
施設で行われる業務を遂行し、または容易にすることができる。多くの事例において、施
設は、機器が動作可能であり使用可能であり続けるようにするために、現場にある機器の
一部または全部に対して第三者がアフターサービスを行うことに頼る場合がある。たとえ
ば、産業の状況では、連続して、またはほぼ連続して動作している生産機器またはコンピ
ュータ資源は、必要または要求に応じてアフターサービスを行う、現場にいない関係者に
よってアフターサービスを行われる場合がある。同様に、病院、医院および研究施設では
、必要とされるときと場所において機器が使用可能であり続けるために、別の関係者に、
現場にある診断、監視および／または画像機器の一部または全部に対してアフターサービ
スを行ってもらう場合がある。このような資源または機器の故障は、一部のケースでは、
故障したシステムの所有者およびユーザに著しく不便を感じさせる可能性があることに留
意されたい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許第６５６７７５２号公報
【特許文献２】米国特許第６８２８８８９号公報
【特許文献３】米国特許第７１０３５０９号公報
【特許文献４】米国特許公開第２００２０１２８７３１号公報
【特許文献５】米国特許公開第２００５０１０９０４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　装置動作を監視し、効率的かつ費用効果が高いやり方でサービス提供を管理するための
システムおよび方法が必要とされている。装置に対していつアフターサービスを行うべき
か、どのようなサービスを実施するべきか、このようなサービスが有効だったかどうかを
算定するためのシステムおよび方法も必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本明細書に記載する主題は、上述した必要性および懸案事項に対処するのに利用可能で
ある。当初特許請求する発明と範囲が相応する特定の態様について、後で説明する。こう
した態様は、本発明の様々な実施形態が取り得る特定の形の手短な要約を読者に提供する
ために提示するだけであり、こうした態様は、本発明の範囲を限定することを意図してい
ないことを理解されたい。実際には、本発明は、後で説明されない可能性もある様々な態
様を包含し得る。
【０００６】
　本明細書に記載する主題の一実施形態によると、システムは、少なくとも１つの構成要
素を有する医療装置と、装置構成要素の動作データを測定するように構成された監視回路
機構とを含む。このシステムは、装置構成要素の動作データを分析し、このような分析に
少なくとも部分的に基づく報告を出力するように構成されたデータ処理システムも含み得
る。動作データの分析は、動作データ中の相異なる信号成分を分離するために、ウェーブ
レット変換などの変換を動作データに適用することを含み得る。分析は、変換の実際の係
数特性と１つまたは複数の期待係数特性との比較に少なくとも部分的に基づいて、一定期
間にわたる装置の故障率または存続率の少なくとも一方を予測することも含み得る。
【０００７】
　別の実施形態によると、方法は、装置の動作データを受信することを含み、この動作デ
ータは、対象となる特徴を含む。さらに、この方法は、動作データに変換を適用して、対
象となる特徴を動作データから抽出することを含み得る。さらに、この方法は、対象とな
る抽出された特徴に関連づけられた変換係数の特性を、一群の類似装置から導出される閾
値と比較することを含み得る。この方法は、比較に少なくとも部分的に基づく、装置の動
作状態を示す報告を出力することも含み得る。
【０００８】
　さらに別の実施形態によると、製造品は、実行可能命令を格納した１つまたは複数のコ
ンピュータ可読媒体を含む。実行可能命令は、装置の動作データに変換を適用して、動作
データから対象となる特徴を抽出するための命令を含み得る。実行可能命令は、対象とな
る抽出された特徴に関連づけられた変換係数の特性を、一群の類似装置から導出される閾
値と比較するための命令と、比較に少なくとも部分的に基づく報告を出力するための命令
とをさらに含み得る。
【０００９】
　本明細書に記載する主題の様々な態様に関連して、上述した特徴の様々な改良があって
よい。それ以上の特徴を、こうした様々な態様に組み込むこともできる。こうした改良お
よび追加特徴は、別個に存在しても、いかなる組合せとして存在してもよい。たとえば、
例示する実施形態の１つまたは複数に関連して後で論じる様々な特徴は、上述した本発明
の実施形態のいずれにも、単独で、または組み合わせて組み込むことができる。繰返しに
なるが、上に提示した手短な要約は、特許請求する主題に限定することなく、本明細書に
おける主題の特定の態様および状況を読者に知らせることだけを意図している。
【００１０】
　本発明のこうしたおよび他の特徴、態様および利点は、添付の図面を参照して以下の詳
細な説明を読めば、より良く理解されよう。図面を通して、同じ符号は同じ部分を表して
いる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
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【図１】本明細書に記載する主題による、例示的なプロセッサベースの装置またはシステ
ムの一実施形態を示すブロック図である。
【図２】本明細書に記載する主題による、医療装置およびデータ処理システムからなる、
ネットワーク接続されたシステムの実施形態を示す図である。
【図３】本明細書に記載する主題による装置監視方法の実施形態を示すフロー図である。
【図４】本明細書に記載する主題によるサービス提供方法の実施形態を示すフロー図であ
る。
【図５】ここに記載する主題の一態様による例示的な装置監視方法を示すフロー図である
。
【図６】本明細書に記載する主題の一実施形態に従って監視しアフターサービスを受ける
ことができる、身体機能および状態を表す電気データを獲得する様々な一般的構成要素ま
たはモジュールを含む、例示的なデータ獲得資源を示す概要図表表現である。
【図７】ここに記載する主題の一実施形態による、データ獲得資源の一部でよい、医用画
像システムの特定の機能構成要素を示す概要図表表現である。
【図８】本明細書に記載する主題の一実施形態に従って利用することができる例示的な磁
気共鳴画像システムを示す図表表現である。
【図９】本明細書に記載する主題の一実施形態による例示的な磁気共鳴画像システムの特
定の構成要素およびシステムの概要を表すブロック図。
【図１０】ここに記載する主題の一実施形態による、表示ウィンドウ中で与えられるシス
テム報告の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　ここに開示する主題の１つまたは複数の具体的な実施形態を、以下で説明する。こうし
た実施形態を簡潔に説明するために、実際の実装形態のすべての特徴について本明細書に
おいて説明するわけではない。このような実際のどの実装形態の開発においても、いかな
る工学または設計プロジェクトにおけるのと同様に、実装形態ごとに変わり得る、システ
ム関連および事業関連制約への準拠など、開発者固有の目標を達成するために、実装形態
固有の多数の決定を行わなければならないことを理解されたい。さらに、このような開発
作業は複雑であり時間がかかり得るが、それにもかかわらず、本開示の利益を受ける当業
者にとっては定常的な設計、製作および製造作業であろうことを理解されたい。
【００１３】
　本発明の様々な実施形態の要素をもち出すにあたり、冠詞「ａ」、「ａｎ」、「ｔｈｅ
」および「前記」は、そうした要素が１つまたは複数存在し得ることを意味することを意
図している。「備える」、「含む」および「有する」という用語は、包含的であることを
意図しており、列挙した要素以外の追加要素があってよいことを意味する。さらに、「例
示的」という用語は、本明細書において、ここに開示する主題の態様または実施形態の特
定の例とのつながりで用いられる場合があるが、こうした例は本来例示的であり、「例示
的」という用語は、本明細書において、開示する態様または実施形態に関していかなる優
先も要求も指すのに使われるのではないことが理解されよう。さらに、「最上部」、「最
下部」、「上」、「下」という用語、位置を表す他の用語、およびこうした用語の変化形
のいかなる使用も便宜上行われるが、記載する構成要素の特定のどの方向性も要求するわ
けではない。
【００１４】
　ここで図面に移り、最初に図１を参照すると、本主題とともに使用するための、プロセ
ッサベースのシステム１０の実施形態を図示してある。例示的なプロセッサベースのシス
テム１０は、本明細書に記載する機能性の全部または一部を実装するソフトウェアを含む
様々なソフトウェアを稼動させるように構成された、パーソナルコンピュータなどの汎用
コンピュータでよい。あるいは、他の実施形態では、プロセッサベースのシステム１０は
、特に、システムの一部として提供される専用ソフトウェアおよび／またはハードウェア
に基づいて、ここに記載する機能性の全部または一部を実装するように構成された、メイ
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ンフレームコンピュータ、分散型コンピューティングシステム、あるいはアプリケーショ
ン固有のコンピュータまたはワークステーションを備え得る。さらに、プロセッサベース
のシステム１０は、ここに開示する機能性の実装を容易にするために、一台のプロセッサ
または複数のプロセッサを含み得る。
【００１５】
　一実施形態では、例示的なプロセッサベースのシステム１０は、システム１０の様々な
ルーチンおよび処理機能を実行する、中央処理装置（ＣＰＵ）などのマイクロコントロー
ラまたはマイクロプロセッサ１２を含む。たとえば、マイクロプロセッサ１２は、特定の
プロセスを遂行するように構成されるとともに、メモリ１４（たとえば、パーソナルコン
ピュータのランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ））や１つまたは複数の大容量記憶装置１６
（たとえば、内部もしくは外部ハードドライブ、固体記憶装置、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ、
または他の記憶装置）など、（少なくとも、ソフトウェアルーチンをまとめて格納する）
１つまたは複数のコンピュータ可読媒体を含む製造品に格納され、またはそれによって提
供される様々なオペレーティングシステム命令ならびにソフトウェアルーチンを実行する
ことができる。さらに、マイクロプロセッサ１２は、コンピュータベースの実装形態にお
いて、本明細書に記載する本主題の一部として提供されるデータなど、様々なルーチンま
たはソフトウェアプログラムに入力として提供されるデータを処理する。
【００１６】
　このようなデータは、メモリ１４または大容量記憶装置１６に格納しても、それによっ
て提供してもよい。あるいは、このようなデータは、１つまたは複数の入力装置１８を介
してマイクロプロセッサ１２に提供してよい。入力装置１８は、たとえばキーボード、マ
ウスなどの手動入力装置を含み得る。さらに、入力装置１８は、ネットワーク装置、たと
えば有線または無線イーサネット（登録商標）カード、無線ネットワークアダプタ、ある
いはローカルエリアネットワークやインターネットなど、適切などの通信ネットワークを
介しても他の装置との通信を容易にするように構成された様々なポートまたは装置のいず
れを含んでもよい。このようなネットワーク装置を経由して、システム１０は、システム
１０と近接しているか離れているかにかかわらず、ネットワーク接続された他の電子シス
テムとデータを交換し、通信することができる。
【００１７】
　１つまたは複数の格納ルーチンに従ってデータを処理することによって取得される結果
など、マイクロプロセッサ１２によって生成される結果は、ディスプレイ２０および／ま
たはプリンタ２２など、１つまたは複数の出力装置を介してオペレータに提供してよい。
表示され、または印刷された出力に基づいて、オペレータは、たとえば入力装置１８を介
して、追加または代替処理を要求することも、追加または代替データを提供することもで
きる。プロセッサベースのシステム１０の様々な構成要素の間の通信は通常、システム１
０の構成要素を電気的に接続するチップセットおよび１つまたは複数のバスまたは相互接
続装置を介して遂行することができる。一実施形態では、例示的なプロセッサベースのシ
ステム１０は、図２～１０を参照して後でより詳細に論じるように、医療システムなど、
１つまたは複数のシステム向けの監視およびサービス提供を容易にするように構成してよ
い。
【００１８】
　プロセッサベースのシステム１０は、機能システムからの動作データの分析を容易にす
るように、かつこのようなシステムに関連したサービス提供の管理を容易にするように構
成してよい。このような機能システムの１つまたは複数の実施形態は、医療システム（た
とえば、画像システム、診断システム、監視システムなど）を含み得るが、ここに開示す
る主題は、非医療システム実施形態にも広く適用可能であり得る。一実施形態では、プロ
セッサベースのシステム１０は、システムの動作データから１つまたは複数の特徴を抽出
するように構成し、後でさらに詳しく説明するように、このような特徴を、システム故障
予測およびシステム事象影響分析のための１つまたは複数のノンパラメトリック信頼性モ
デルと組み合わせるように構成してよい。さらに、プロセッサベースのシステム１０は、
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多数の潜在サービスアクションからの最適サービスアクションの判定、サービスアクショ
ンを実施する最適時間の算出（たとえば、予測故障時間に基づく）、および実施されたど
のサービスアクションの有効性の分析も容易にし得る。
【００１９】
　例として、システム２８を一実施形態によって図２に示してある。ここに例示する本実
施形態では、１つまたは複数の装置３０（たとえば、医療装置）は、ネットワーク３４を
介してデータ処理システム３２に通信可能に結合すればよい。データ処理システム３２は
、図１に示すプロセッサベースのシステム１０を含み得るが、他の実施形態では、データ
処理システム３２は、図１に示すものとは異なる、またはそれに加えて、様々な構成要素
またはシステムを含み得ることに留意されたい。さらに、ネットワーク３４は、ローカル
エリアネットワーク（ＬＡＮ）またはワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）（たとえば、
インターネット）、ならびにスイッチ、ルータ、サーバまたは他のコンピュータ、ネット
ワークアダプタ、通信ケーブルなどを含む、通信を容易にする他の様々な構成要素のうち
１つまたは複数を含んでよい。
【００２０】
　一実施形態では、装置３０は、たとえば磁気共鳴（ＭＲ）、コンピュータ断層撮影（Ｃ
Ｔ）、陽電子放射断層撮影（ＰＥＴ）、Ｘ線、断層合成など、１つまたは複数のモダリテ
ィからなる医用画像装置を含み得る。ただし、本教示はまた、もしくは代わりに、患者モ
ニタ、診断装置、他の医療資源、またはこうした装置およびシステムの何らかの組合せと
一緒に用いてよいことを理解されたい。このような他の医療資源は、データ記憶または処
理システム（たとえば、コンピュータワークステーションやサーバ）、画像保管通信シス
テム（ＰＡＣＳ）、放射線情報システム（ＲＩＳ）などを含むが、それに限定されない。
実際には、上述したように、ここに例示する実施形態は複数の医療装置に関して記述して
いる場合があるが、システム２８の他の実施形態は、非医療装置のみを含んでも、医療装
置および非医療装置両方を含んでもよい。
【００２１】
　装置３０は、装置機能性に寄与するように動作する１つまたは複数の機能構成要素３６
を含み得る。医療装置では、このような構成要素３６は、Ｘ線管、磁気コイル、電源、加
熱システムの構成要素、冷却システムの構成要素（たとえば、後でより詳細に論じるコー
ルドヘッド）などを含み得る。装置３０は、たとえば動作データを収集するように構成さ
れたセンサによって、装置３０および構成要素３６の動作データを収集するように構成さ
れた様々な監視回路機構３８も含み得る。ここに例示する実施形態の監視回路機構３８は
、装置３０と統合してよいが、他の実施形態では、監視回路機構３８は（および関連する
どのセンサも）、装置３０とは別個でよいことに留意されたい。
【００２２】
　一方、データ処理システム３２は、監視回路機構３８によって収集された動作データを
処理するためのいくつかのハードウェアおよび／またはソフトウェアモジュールを含み得
る。たとえば、一実施形態では、データ処理システム３２は、分析モジュール４０および
出力モジュール４２を含み得る。本実施形態では、分析モジュール４０は、１つまたは複
数の数学モデル４４（たとえば、少なくとも一部の実施形態では、ノンパラメトリックモ
デルでよい故障予測モデル、信頼性モデル、事象効果分析モデルなど）を動作データに適
用するように構成してよく、このような処理の結果は、出力モジュール４２を介して出力
することができる。
【００２３】
　データ処理システム３２は、後でより詳細に論じる方法を含むが、それに限定されない
、装置を監視しアフターサービスを行う様々な例示的方法の１つまたは複数のステップを
実施するように構成してよい。データ処理システム３２によって実施されるステップのど
の一部または全部も、後で説明するステップを遂行するように適応された格納ルーチンを
有するソフトウェアベースかつ／または表計算ベースのアプリケーションの一部として実
施することができる。ただし、他の実施形態では、システム３２によって実施されるステ
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ップは、このようなステップを実施するように構成された、アプリケーション固有のハー
ドウェアまたは回路機構を介して実施してよい。さらに、ここに開示する方法の様々な例
示的ステップは、適切などの順序で実施してもよく、後で説明する順序で実施する必要は
ないことが理解されよう。
【００２４】
　たとえば、例示的な装置監視方法４６を一実施形態によって図３に示す。方法４６のス
テップ５２で、装置３０用の動作データ４８を、装置３０から、またはデータベース５０
など、何らかの他のデータソースから直接取得してよい。他の実施形態では、追加の非動
作データも、または代わりに、このステップで収集してよい。
【００２５】
　さらに、ステップ５４、５６でそれぞれ、１つまたは複数の数学的変換を、このような
変換のグループから選択し、収集されたデータに適用してよい。たとえば、選択された数
学的変換を、動作データ４８に適用して、たとえば具体的な周波数サブバンドだが、それ
に限定されない、対象となる１つまたは複数の特徴をデータから抽出してよい。いくつか
の実施形態では、このような特徴抽出は、監視されるシステムおよび構成要素（たとえば
、装置３０および構成要素３６）のための事象検出および故障予測を容易にし得る。適切
な様々な変換のいずれも、動作データ４８から所望の特徴を抽出するために適用してよい
。たとえば、一実施形態では、ステップ５６は、離散ウェーブレット変換（ＤＷＴ）の適
用を含む。ただし、他の実施形態では、適用される変換は、異なるウェーブレット変換、
プリンシパル構成要素分析（ＰＣＡ）変換、フーリエ変換（たとえば、高速フーリエ変換
（ＦＦＴ））などを含み得る。
【００２６】
　方法４６は、ステップ５８で、１つまたは複数の変換係数（またはこのような係数から
導出されるデータ）を閾値６０と比較することも含み得る。一実施形態では、閾値６０は
、ステップ６２で、分析される装置３０または構成要素３６と同様の他のシステムまたは
構成要素に基づく基準点を与えるための故障予測モデルおよびトレーニングデータの使用
により判定される。判定された閾値６０は、将来のアクセスのためにデータベース６４に
格納してもよい。一実施形態では、離散ウェーブレット変換を動作データ４８に適用して
、近似係数および詳細化係数を生成することができ、こうした（装置３０の動作を表す）
係数のうち１つまたは複数の分散が、期待動作（通常動作、最小または最大性能期待など
に基づき得る）を示す閾値６０と比較されて、装置３０の動作が線外値であるかどうかを
、期待動作パラメータを参照して判定する。ステップ５８の比較はまた、もしくは代わり
に、他の比較プロセスを含んでよい。別の実施形態では、たとえば、故障確率（たとえば
、装置３０（またはその構成要素３６）が所与の期間、たとえば２０日以内に故障する確
率）を装置３０に対して動作データ４８から算出し、閾値故障確率と比較して、故障確率
が閾値故障確率を超えたときの装置３０へのアフターサービスを容易にすることができる
。一実施形態では、故障確率モデルは、故障確率の算出を容易にするための、後でより詳
細に説明するような比例ハザード予測モデルを含み得る。
【００２７】
　ステップ６６で、ステップ５８で実施された比較に基づいて、報告６８を生成すること
ができる。たとえば、報告６８は、構成要素または装置の切迫した故障の指示を含んでよ
く、構成要素３６または装置３０へのアフターサービスを提案することができる。報告６
８は、様々なやり方で出力してよい。たとえば、報告６８は、将来のアクセスまたは処理
を容易にするためにデータベース７０に出力し、そこに格納してもよく、たとえばディス
プレイ２０およびプリンタ２２を介して、人間が読める形で出力してもよい。
【００２８】
　最適サービスアクションを判定し、最適サービスアクションの実施の影響を測定する例
示的な方法を、一実施形態によって概略的に図４に示してある。例示的な方法７６は、ス
テップ７８で装置または構成要素の故障確率を判定することを含み得る。一実施形態では
、ある特定の装置３０または構成要素３６の故障確率の判定を容易にするために、たとえ
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ば動作データ４８（たとえば、ウェーブレット特徴やそこから抽出される他の特徴）、報
告６８に含まれるデータなど、様々なデータに特徴ベースの故障予測モデルを適用するこ
とができる。このような故障予測モデルは概して、一実施形態では、監視される装置３０
または構成要素３６のデータ傾向および劣化両方を検出できることに留意されたい。さら
に、故障予測モデルは、監視される装置３０または構成要素３６の推定耐用年数または故
障確率に影響を与える装置事象を検出するのに用いてもよい。
【００２９】
　方法７６のステップ８０は、装置３０（または構成要素３６）に関して、その装置（ま
たは構成要素）の故障確率に対する１つまたは複数の潜在サービスアクションの効果を予
測することを含み得る。上述した予測は、いくつかの実施形態では、上述したように、抽
出された特徴を統合するノンパラメトリック信頼性モデルにより生成することができる。
繰返しになるが、このようなノンパラメトリック信頼性モデルは、所与の期間内での装置
の故障確率を判定するための、動作データ４８から導出されるウェーブレット係数を用い
る比例ハザードモデルを含み得る。さらに、概してブロック８２で示すように、方法７６
は、監視される構成要素３６または装置３０に関する故障確率に対するいくつかの潜在サ
ービスアクション（たとえば、様々な修理および／または交換オプション）の各サービス
アクションの効果を繰り返し予測することができる。少なくとも算出されたこうした故障
確率に基づいて、最適サービスアクションをステップ８４で判定することができる。上述
したモデル、またはいくつかの他の数学モデルを用いて、装置３０、またはその構成要素
３６に関する推定故障時間を算出することができ、最適アフターサービス時間（たとえば
、装置３０または構成要素３６の、予期される故障の前の時点）をステップ８８で算出す
ることができる。さらに、最適サービスアクションおよび最適サービス時間の一方または
両方を、たとえば報告８６により出力してよい。
【００３０】
　一実施形態では、方法７６は、ステップ９０でサービスアクション（たとえば、判定さ
れた最適サービスアクション）を実施することも含み得る。さらに、ステップ９２で、こ
のようなサービス実施に続いて、追加動作データ９４を装置３０から収集することもでき
る。サービスを受ける装置３０または構成要素３６に関する更新故障確率を判定するため
に、最適サービスアクションの実施の後に収集される動作データ９４を、ステップ９６で
分析することができる。この更新故障確率は、最適サービスアクションの実施に先立って
収集される動作データ４８に基づく故障確率の判定に関して上述したのと同一または同様
のやり方で算出できることに留意されたい。ただし、他の実施形態では、故障確率を判定
するステップ７８、９６の一方または両方を、何らかの適切な他のやり方で実施すること
ができる。
【００３１】
　さらに、それぞれ最適サービスアクションの実施の前および後で判定される装置故障確
率をステップ９８で比較することができ、最適サービスアクションの実施の有効性をステ
ップ１００で報告することができる。たとえば、（最適サービスアクションの実施に先立
って判定される装置故障確率と比較して）最適サービスアクションの実施に続く、装置故
障確率の低下は、最適サービスアクションには、サービスを受ける装置の信頼性に対して
肯定的影響があったことを示し得る。あるいは、最適サービスアクションの実施後の不変
またはより高い装置故障確率は概して、最適サービスアクションが有効でなかったことを
示し得る。このような無効性は、一部のケースでは、サービスアクションが不適切に実施
されたこと、または交換部分に欠陥があったことを示唆し得る。
【００３２】
　ここに例示する実施形態は、装置故障確率を比較するステップ９８を含むものとして上
述したが、他の実施形態では、最適サービスアクションの有効性は、他の比較プロセスお
よび基準により判定できることに留意されたい。たとえば、一実施形態では、（最適サー
ビスアクションの実施に起因し得る、装置故障確率の予測変化を含み得るが、それに限定
されない）ステップ８０で予測される最適サービスアクションの影響は、最適サービスア
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クションの実際の影響（たとえば、最適サービスアクションの実施から生じる、装置故障
確率の実際の変化）と比較してよい。このような比較を用いることにより、装置３０また
は構成要素３６に対して実施されるサービスアクションが正しく実施され、装置３０また
は構成要素３６の動作を期待レベルまたは範囲まで回復することを保証することができる
。
【００３３】
　さらに、装置３０または構成要素３６に関する故障確率、残存確率、予期故障時間など
に対する、サービス事象や一時的事象などの事象の影響を測定する例示的な方法１０６を
、一実施形態によって図５に示す。方法１０６は、対象となる事象の出現に先立って、第
１の動作データ１１０と、対象となる事象の出現に続いて収集される第２の動作データ１
１２とを収集するステップ１０８を含み得る。ステップ１１４で、動作データセット１１
０、１１２の各データセットに変換を適用してよい。一実施形態では、適用される変換は
、離散ウェーブレット変換などのウェーブレット変換でよいが、上で概略的に述べたよう
に、他の変換を利用してもよい。方法１０６は、対象となる事象に起因し得るデータの変
化を判定するために、各変換データの各組の係数をそれぞれと比較するステップ１１６も
含んでよく、たとえば推定耐用年数、故障確率、存続率など、様々な装置特性に対する装
置事象の影響１２０をステップ１１８で算出することができる。さらに、算出された影響
１２０は、将来の参照のためにデータベース１２２に出力しても格納してもよく、ユーザ
に対して出力してもよい。
【００３４】
　上述したように、データ処理システム３２は、医療装置を含む様々な装置３０の監視お
よび分析を容易にし得る。例として、いくつかの例示的な医療装置および構成要素を、本
主題の特定の態様の例示的な実装形態とともに、図６～９に示す様々な実施形態によって
以下で論じる。ただし、こうした実施形態は、本主題の可能な特徴の例として挙げている
だけであり、他の実施形態は、本明細書において論じる特徴に加えて、またはその代わり
に他の特徴を含み得ることに留意されたい。
【００３５】
　いくつかの実施形態では、例示的な医療装置３０は、図６に概要を示すような特定の典
型的なモジュールまたは構成要素を有するデータ獲得システム１３０を含み得る。こうし
た構成要素は、センサまたはトランスデューサ１３２を含んでよく、このセンサまたはト
ランスデューサは、医療事象または病状を示し得る、対象となる特定のパラメータを検出
するために、患者１３４の上または近くに置いてよい。したがって、センサ１３２は、体
または体の部位から発する電気信号、ある特定のタイプの動き（たとえば脈や呼吸）によ
って生じる圧力、またはたとえば動き、刺激に対する反応などのパラメータを検出するこ
とができる。センサ１３２は、体外の領域に置いてもよいが、たとえばカテーテル、注入
または摂取される手段、送信機を装備するカプセルを介するなどして、体内への配置も含
み得る。
【００３６】
　センサは、検知されたパラメータを表す信号またはデータを生成する。このような未加
工データは、データ獲得モジュール１３６に送信すればよい。データ獲得モジュールは、
サンプリングされた、またはアナログのデータを獲得することができ、たとえばフィルタ
リング、多重化など、様々な初期動作をデータに対して実施することができる。データは
次いで、信号調節モジュール１３８に送信すればよく、ここで、たとえば追加フィルタリ
ング、アナログデジタルコンバージョン用など、それ以上の処理が実施される。処理モジ
ュール１４０は次いで、データを受信し、データの簡単な分析または詳細な分析を含み得
る処理機能を実施する。ディスプレイ／ユーザインタフェース１４２は、たとえばスクリ
ーン表示上でのトレース、ハードコピーなど、ユーザが望む形式でデータが操作され、閲
覧され、出力されるようにする。処理モジュール１４０はまた、注釈、限界設定またはラ
ベルづけ用の軸または矢印および他の印が、インタフェース１４２を介して作成される出
力上に現れ得るように、データに印をつけることも、印をつけるためにデータを分析する
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こともできる。最後に、アーカイブモジュール１４４は、資源内にローカル、またはリモ
ートにデータを格納するように働く。アーカイブモジュールは、データの再フォーマット
または回復、データの圧縮、データの圧縮解除などを許可することもできる。図６に示す
様々なモジュールおよび構成要素の特定の構成は、当然ながら、資源の性質に応じて変わ
り、画像システムであれば、関与するモダリティに応じて変わることになる。最後に、概
して参照番号３４で表すように、図６に示すモジュールおよび構成要素は、ネットワーク
を介して外部のシステムおよび資源に直接的または間接的にリンクすることができ、こう
することにより、データ獲得システム１３０から他の装置またはシステムへのデータ伝送
を容易にすることができる。
【００３７】
　データ獲得システム１３０は、患者から所望のデータを収集することが可能ないくつか
の非画像システムを含み得る。たとえば、データ獲得システム１３０は、特に、脳波記録
（ＥＥＧ）システム、心電図記録（ＥＣＧまたはＥＫＧ）システム、筋電図記録（ＥＭＧ
）システム、電気インピーダンス断層撮影（ＥＩＴ）システム、電気眼振記録（ＥＮＧ）
システム、神経伝導データを収集するように適応されたシステム、あるいはこうしたシス
テムの何らかの組合せを含み得る。データ獲得システムはまた、もしくは代わりに、図７
、８を参照して後で論じるように、様々な画像資源を含んでよい。
【００３８】
　このような画像資源は、軟部組織および硬部組織両方における医療事象および病状を診
断するため、かつ具体的な解剖学的組織の構造および機能を分析するために利用すること
ができる。さらに、たとえばアクセスするのが困難な、または視覚化するのが不可能なエ
リアの中に外科的構成要素をガイドするのを補助するために、外科的介入の最中に用いる
ことができる画像システムが利用可能である。図７は、例示的な画像システムの全体の概
要を示し、図８は、磁気共鳴（ＭＲ）画像システムの主なシステム構成要素をさらにある
程度詳細に示している。
【００３９】
　図７を参照すると、画像システム１５０は概して、信号を検出し、この信号を有用デー
タにコンバートする何らかのタイプの撮像機１５２を含む。撮像機１５２は、画像モダリ
ティに応じて、画像データを作成するために様々な物理原理に従って動作し得る。ただし
、概して、患者１３４の中の対象となる領域を示す画像データは、写真用フィルムなど、
従来の担体中で、またはデジタル媒体中で、撮像機によって作成される。
【００４０】
　撮像機１５２は、システム制御回路機構１５４の制御下で動作し得る。システム制御回
路機構１５４は、たとえば放射線源制御回路、タイミング回路、患者または移動表と連動
してデータ獲得を調整する回路、放射線源または他の源および検出装置の位置を制御する
回路など、広範な回路を含み得る。撮像機１５２は、画像データまたは信号の取得に続い
て、たとえばデジタル値へのコンバージョンのために信号を処理することができ、画像デ
ータをデータ獲得回路機構１５６にフォワードする。写真用フィルムなどのアナログ媒体
のケースでは、画像システム１５０は概して、フィルム用の担体、ならびにフィルムを現
像し後でデジタル化することができるハードコピーを生じる機器を含み得る。デジタルシ
ステムの場合、データ獲得回路機構１５６は、所望される場合、デジタルダイナミックレ
ンジの調節、データの平滑化または鮮明化、ならびにデータストリームおよびファイルの
編纂など、広範な初期処理機能を実施してよい。データは次いで、データ処理回路機構１
５８に転送され、ここで追加処理および分析が実施される。写真用フィルムなど、従来の
媒体の場合、データ処理システムは、フィルムにテキスト情報を印加し、かつ特定の注記
または患者識別情報を添付してよい。利用可能な様々なデジタル画像システムの場合、デ
ータ処理回路機構は、データの本質的分析、データの並べ替え、鮮明化、平滑化、特徴認
識などを実施する。
【００４１】
　最終的に、画像データは、閲覧および分析のために、何らかのタイプのオペレータイン
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タフェース１６０にフォワードされる。閲覧に先立って、画像データに対して動作を実施
することができるが、オペレータインタフェース１６０は、どこかの時点で、収集された
画像データに基づく復元された画像を閲覧するのに有用になる。写真用フィルムのケース
では、画像は通常、放射線医師および担当医に画像シーケンスをより簡単に読ませ、注釈
をつけさせるために、ライトボックスまたは同様のディスプレイ上に掲示されることに留
意されたい。画像は、画像保管通信システムなど、本目的のために概してインタフェース
１６０に含まれるものと見なされる短期または長期記憶装置に格納してもよい。画像デー
タは、ネットワーク３４を介して離れた場所に転送してもよい。一般的な立場から、オペ
レータインタフェース１６０は、通常はシステム制御回路機構１５４とのインタフェース
を介して、画像システムの制御を可能にすることにも留意されたい。さらに、一台より多
くのオペレータインタフェース１６０を提供してよいことにも留意されたい。したがって
、オペレータインタフェース１６０は、画像データ獲得手順に関与するパラメータを規制
するために、画像スキャナまたはステーションの所にインタフェースを含み、生じた復元
画像を操作し、強調し、閲覧するための異なるインタフェースをさらに含み得る。
【００４２】
　本明細書に記載する様々な例示的プロセスに従って監視し、かつ／またはサービスを受
けることができる画像システム１５０のより詳細な例に移ると、磁気共鳴画像システム１
６６の全体的図表表現が図８に示されている。システム１６６は、画像データ取得のため
に患者１３４がその中に置かれるスキャナ１６８を含む。スキャナ１６８は概して、患者
１３４の体内の磁気回転物質に影響する磁場を生成する、磁石１７０（図９）などの一次
磁石を含む。磁気回転物質、通常は水および代謝産物が磁場に合わせた整列を試みると、
互いに対して直角に配向される追加磁場を勾配コイルが生じる。勾配磁場は、撮像のため
に患者の内部を通して組織の断面を効果的に選択し、その回転の位相および頻度に従って
断面中の磁気回転物質をエンコードする。スキャナ内の無線周波数（ＲＦ）コイルは、高
周波パルスを生成して磁気回転物質を励起し、物質がそれ自体を磁場に合わせて整列し直
すことを試みると、無線周波数コイルによって収集される磁気共鳴信号が放射される。
【００４３】
　スキャナ１６８は、勾配コイル制御回路機構１７０に、かつＲＦコイル制御回路機構１
７２に結合される。勾配コイル制御回路機構１７０は、画像データを生成するのに用いら
れる撮像または検査方法論を定義する、様々なパルス列の規制を認める。勾配コイル制御
回路機構１７０により実装されるパルス列記述は、具体的な断面、解剖学的組織を撮像す
るように、かつ血液および拡散体など、移動する組織の具体的な撮像を許可するように設
計される。パルス列は、たとえば様々な器官または特徴の分析、ならびに３次元画像回復
のために、多数の断面の連続撮像を可能にする。ＲＦコイル制御回路機構１７２は、ＲＦ
励起コイルへのパルスの適用を認め、生じた検出ＭＲ信号を受信し部分的に処理するよう
に働く。具体的な解剖学的組織および目的のために、一定の範囲のＲＦコイル構造を利用
してよいことにも留意されたい。さらに、ＲＦパルスの伝送のために、１本のＲＦコイル
を使ってもよく、その際、異なるコイルが、生じた信号を受信するように働く。
【００４４】
　勾配およびＲＦコイル制御回路機構１７０、１７２は、システムコントローラ１７４の
指示の下で機能する。システムコントローラ１７４は、画像データ獲得プロセスを定義す
るパルス列記述を実装する。システムコントローラ１７４は概して、オペレータインタフ
ェース１６０による、検査シーケンスのある程度の調整または設定を認めることになる。
【００４５】
　データ処理回路機構１７６は、検出されたＭＲ信号を受信し、こうした信号を処理して
回復用データを取得する。概して、データ処理回路機構１７６は、受信された信号をデジ
タル化し、こうした信号に対して２次元の高速フーリエ変換を実施して、ＭＲ信号がそこ
から発せられた選択断面中の具体的な場所をデコードする。生じた情報は、様々な場所で
発するＭＲ信号の強度または断面中のボリュームエレメント（ボクセル）を示す。各ボク
セルは次いで、回復のために画像データ中のピクセル強度にコンバートすればよい。デー
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タ処理回路機構１７６は、たとえば画像強調、ダイナミックレンジ調節、強度調節、平滑
化、鮮明化などのために、他の広範な機能を実施することができる。生じた処理済み画像
データは通常、閲覧のためにオペレータインタフェースに、かつ短期または長期記憶装置
にフォワードされ、あるいは追加処理のためにデータ処理システムにフォワードしてもよ
い。上記画像システムのケースでのように、ＭＲ画像データは、スキャナの場所でローカ
ルに閲覧することも、たとえばネットワーク３４を介して、施設内および施設から離れた
どちらでもよい離れた場所に送信することもできる。
【００４６】
　それ以上の例として、スキャナ１６８の例示的な構成要素を概略的に、一実施形態によ
って図９に示してある。こうした例示的な構成要素は、説明目的で挙げているだけであり
、実際のスキャナは、個々に示すものとは異なる、またはそれに加えて、他の構成要素を
含み得ることに留意されたい。スキャナ１６８は、超伝導電磁石などの磁石１７０を含み
得る。一実施形態では、磁石１７０は、電気がこのようなループの中を通る際に磁場を生
成する、コイル状ワイヤーのループを含み得る。さらに、このような磁石はしばしば、寒
材容器または低温槽１７２内など、寒材溶液中に配置されて、低温を保ちコイル状ワイヤ
ーの抵抗を低下させ、そうすることによって磁場強度を高め、制御を可能にする。しばし
ば、磁石１７０は、液体ヘリウムにより冷却されるが、他の寒材を用いてもよいであろう
。
【００４７】
　磁石１７０を所望の温度範囲内に（かつ低温槽１７２を所望の圧力範囲内に）保つため
に、スキャナ１６８は、冷却システム１７４および加熱システム１７６を含んでもよい。
一実施形態では、冷却システム１７４は、圧縮装置１７８およびコールドヘッド１８０を
含んでよく、これらは、組み合わされて、周囲の熱により蒸発する寒材を圧縮するように
、かつ気体を液体状態に冷却し再凝結するように作用する。加熱システム１７６は、寒材
容器１７２内の温度および圧力を高めるように構成された抵抗加熱要素など、さらにいく
つかの構成要素を含み得る。さらに、スキャナ１６８は、スキャナ１６８の構成要素のう
ち任意のものの温度、寒材容器１７２内の圧力、寒材容器１７２内の寒材の量、加熱シス
テム１７６のデューティサイクルなどを含む、スキャナ１６８の様々なパラメータを監視
するための監視回路機構１８２を含み得る。
【００４８】
　繰返しになるが、ここに開示する監視および分析プロセスは、幅広いシステムまたは構
成要素のいずれとも、それに対するサービス実行を容易にするために用いることができる
。それ以上の例として、コールドヘッド１８０にかかわるこのようなプロセスの特定の態
様の代表的実装形態を、一実施形態によって後で説明する。ただし、本主題は、コールド
ヘッドとの使用にも、この代表的例の特定の実装形態の詳細にも限定されないことに留意
されたい。
【００４９】
　一実施形態では、データ処理システム３２は、パラメータの平均値の変化に先立って、
コールドヘッド１８０などの構成要素３６の劣化を検出することができ、実際の構成要素
故障からの一時的事象の分離を容易にすることができる。さらに、一実施形態では、デー
タ処理システム３２は、寒材容器１７２の圧力を所望の範囲内に保つための、コールドヘ
ッド１８０の能力（または無能力）を分析することができる。通常、寒材容器１７２内の
圧力は、閉ループ方式で制御され、ここで、加熱システム１７６は、寒材容器圧力を高め
るように動作し、コールドヘッド１８０は、寒材容器圧力を低下させるように動作する。
その結果、寒材容器１７２内の圧力は概して、所望の動作範囲内で周期的になるが、様々
な加熱および冷却構成要素が古くなり、あるいは劣化すると、データ信号の周期的性質は
、時間とともに変化する。
【００５０】
　一実施形態では、データ処理システム３２は、コールドヘッド１８０の劣化を示す、寒
材容器圧力を示すデータ信号の、このような時間経過に伴う変化を検出するように動作さ
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せることができる。所与の期間にわたる寒材容器１７２内の圧力を表すデータ信号は、上
で概論したように、大きい周期的成分を含み得るが、データ信号は、コールドヘッド１８
０の劣化に対応し得るより小さい非定常特性（たとえば、傾向または突然の変化）および
一過性特性も含み得ることに留意されたい。非定常特性および一過性特性は、コールドヘ
ッド故障予測、ならびに一時的事象検出および影響分析を容易にするために、周期的成分
から分離することができる。
【００５１】
　たとえば、一実施形態では、圧力データ中の具体的な周波数サブバンドの変化は、コー
ルドヘッドの劣化を早期に（たとえば、故障の数日または数週間前）示すことができ、容
器圧力の上昇傾向は、切迫した故障を示すことができる。このような指示は、実際に故障
する前に、所望のサービスアクション（たとえば、寒材再充填、コールドヘッド交換など
）を判定し実施する時間を見越せばよい。別の実施形態では、コールドヘッド１８０の動
作耐用年数に影響を与え得る一過性の事象（たとえば、圧縮装置１７８のリセットや停止
）を検出し、こうした一過性事象を分類し、このような一過性事象を、コールドヘッド１
８０の測定パラメータにおける傾向とは区別し、コールドヘッド１８０の耐用年数に対す
るこのような一時的事象の影響を（たとえば、事象検出およびモデリングにより）評価す
るのに、抽出されたデータ信号特徴を用いてもよい。
【００５２】
　正常なコールドヘッド１８０および劣化した（ただし依然として機能している）コール
ドヘッド１８０は両方とも、平均寒材容器圧力を所望の範囲内（たとえば、約２７ｋＰａ
～約２８ｋＰａ）に保つことが可能であり得ることが理解できよう。したがって、それぞ
れの正常および劣化したコールドヘッド１８０の測定平均圧力のみに注力する典型的な故
障モデルは、コールドヘッドが故障し始める（たとえば、平均圧力が所望の最大範囲を超
えるとき）まで、劣化したコールドヘッド１８０と正常コールドヘッド１８０との間の違
いを検出することが可能でない場合がある。ただし、ここに開示する主題の一実施形態で
は、データ処理システム３２は、周期的データの頻度および性質の違いを検出することが
でき、このような違いを用いて、以前の故障モデルと比較して、コールドヘッドの劣化お
よび拡張予測範囲をより早期に検出することができる。
【００５３】
　一実施形態では、データ処理システム３２は、ウェーブレットベースの手法を利用して
、信号の周期的性質をモデル化し、信号の傾向および不連続点を検出することができる。
ウェーブレットは、非定常および過渡信号を分析するための時間周波数分解能をもたらす
、固定マザーウェーブレット関数の翻訳型および拡張型バージョンである局所化基底関数
であり、比較的大きい反復信号中の比較的小さい情報提供成分を抽出するのに用いること
ができることに留意されたい。説明のために与えられる以下の非限定的例では、ウェーブ
レット分解は、データ信号を分解し対象となる特徴を抽出するのに用いることができる。
【００５４】
　一実施形態では、単一のシステムから取得される容器圧力測定値は、
【００５５】
【数１】

【００５６】
で表すことができ、上式は、等間隔時間離散点ｔ＝ｔｉで取得される。観察されるデータ
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は、
【００５７】
【数２】

【００５８】
の実行結果であると仮定することができ、上式で、
【００５９】
【数３】

【００６０】
は、独立かつ一様分布したノイズである。ｙの離散ウェーブレット変換（ＤＷＴ）は、ｄ
＝Ｗｙで定義することができ、ここでＷは、
【００６１】
【数４】

【００６２】
【数５】
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【００６３】
という形のＮ×Ｎの正規直交ウェーブレット変換行列であり、ここで、
【００６４】
【数６】

【００６５】
,

【００６６】
,…,

【００６７】
は、様々なスケールでのウェーブレット係数である。さらに、ｃｌは、低周波振動（近似
）を表すことができ、ｄＪは、高周波振動（成分）を表すことができる。ＤＷＴではなく
、上述したＰＣＡやＦＦＴなど、他の変換を用いてもよいことに留意されたい。
【００６８】
　特定の用途のために、様々な最適ウェーブレット関数および分解レベルを選択できるこ
とにも留意されたい。一実施形態では、コールドヘッド１８０の通常動作中に、約２７ｋ
Ｐａと２８ｋＰａの間の、容器圧力の一定の急な遷移が、システムの閉ループ性質により
起こり得る。こうした急な遷移は概して、具体的な詳細化ウェーブレット係数（影響を受
けた周波数サブバンドに基づく）中に比較的大きい値を生じ得る。コールドヘッド１８０
が劣化すると、コールドヘッドが短い持続期間内に容器圧力を下げることができないこと
により遷移は変化する場合があり、所与の期間にわたる周期の数が低下する場合があり、
結果として、選択されたウェーブレット係数値が変化する。選択されたウェーブレット係
数値の変化を分析して、コールドヘッド１８０の劣化を検出し測定することができる。一
実施形態では、適切なウェーブレット係数の選択は、コールドヘッド周期の遷移の検出の
最大化（すなわち、この違いを最大化する詳細化ウェーブレット係数）に基づき得る。ウ
ェーブレット関数のより高い可微分性により、急な遷移と滑らかな遷移との間の係数値の
違いがより大きくなり、このような遷移の分解能がより優れたものとなる。ただし、増大
した可微分性は、ウェーブレットのための担体サイズをより大きくする可能性があり、特
異性を検出する能力を低下させる可能性がある。
【００６９】
　また、コールドヘッド１８０の耐用年数における一時的事象は、他の寒材冷却構成要素
（圧縮装置の故障やリセットなど）によって引き起こされる特異性（比較的不足している
サンプル数にわたる大きな変化など）に対応し得る。いくつかの事例では、こうした事象
は、短い持続期間での容器圧力の大規模な増大を引き起こし得る。一実施形態では、こう
した一時的事象は、単体サイズが比較的小さいウェーブレットを使用して、よりうまく検
出し、実際の故障から分離することができる。さらに、一実施形態では、コールドヘッド
１８０に関する測定圧力データの傾向を検出して、コールドヘッドの故障を予測すること
ができる。傾向などのデータの長期進化は、信号の低周波成分に対応し、この成分は、低
周波数の、ゆっくりと変化する粗い特徴を測定する近似によってモデル化できることに留
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意されたい。
【００７０】
　したがって、一実施形態では、最適ウェーブレットの選択は、劣化、一時的事象および
傾向検出の個々の基準の可微分性および担体サイズに基づき得る。また、分解レベルは、
対応する詳細化ウェーブレット係数の使用を提案し得る、コールドヘッド周期の周波数に
も関係し得る。一実施形態では、「レベル５」分解を有するＣｏｉｆ３ウェーブレット関
数をデータ処理システム３２によって用いて、ここに開示する機能性を提供することがで
きる。
【００７１】
　選択された近似係数および詳細化係数に基づき、トレーニングデータを用いて故障予測
モデルを、劣化および／または故障識別のためにウェーブレット特徴に関する閾値を判定
するように発展させることができる。一実施形態では、コールドヘッド劣化は、選択され
た詳細化係数の分散と、対象となるコールドヘッド１８０が同様の経年数であるコールド
ヘッドと比較される線外値であるかどうかを識別するために判定された閾値との比較によ
り識別することができる。後で説明する比例ハザード予測モデルを用いて、所与の期間内
、たとえば２０日間の故障の確率を、ウェーブレット特徴を用いて判定することができる
。故障の確率が所定の閾値まで上がると、データ処理システム３２は、コールドヘッド１
８０が故障しそうだと判定してよく、サービスアクション（上で判定された最適サービス
アクションなど）を実施することができる。
【００７２】
　さらに、上述したような、データ信号の１つまたは複数の抽出された特徴を、ノンパラ
メトリック信頼性モデル中で、監視されるシステムまたは構成要素における事象の影響を
モデル化するのに用いることができる。一実施形態では、このようなモデルを使用するこ
とにより、経年数に対するシステムまたは構成要素（たとえば、コールドヘッド１８０）
のベースライン劣化と、システム内で起こる個々の事象の効果との合成が容易になる。こ
のような合成により、概して、データ処理システム３２は、故障を予測し、一時的事象の
影響を判定し、サービスアクションの有効性を測定することができるようになる。
【００７３】
　一実施形態では、選択されたウェーブレット係数特徴に基づいて、データ処理システム
３２は、所与の係数値と、故障のハザード関数との関係をモデル化することができる。基
線ハザード関数は、コールドヘッドの耐用年数を、一群の類似コールドヘッド１８０の観
察信頼性に基づく、コールドヘッド１８０の経年数に関係づけることができる。基線ハザ
ード関数は次いで、共変量Ｘの加算によって倍数的に修正することができる。コールドヘ
ッド１８０の場合、こうした共変量は、詳細化係数の標準偏差および近似係数の傾斜を表
すことができ、ウェーブレット係数の観察劣化を、ハザード関数に、かつしたがって、コ
ールドヘッド１８０の推定故障時間に直接関係づけさせることができる。共変量に関する
係数βは、トレーニングデータを用いて推定することができる。さらに、モデルは、異な
る経年数の類似コールドヘッドからのサンプルデータに基づくモデルを構築することによ
って、コールドヘッド１８０の異なる経年数におけるコールドヘッドハザード関数の様相
を取り込ませることができる。一実施形態では、モデルは、
ｈ（ｔ）＝ｈ０（ｔ）ｅｘｐ（Ｘβ）
で記述することができ、予測故障時間、およびコールドヘッド１８０の耐用年数に対する
事象の効果を算出するのに用いることができる。
【００７４】
　上述したように、一時的事象（たとえば、圧縮装置のリセット）は、ウェーブレット分
析を用いて自動的に検出することができる。ただし、コールドヘッド１８０の耐用年数に
対するこうした検出された事象の影響はさらに、観察されるハザード関数中の変化の分析
により判定することができる。たとえば、ＸＢ、ＸＡが事象の出現前後の共変量測定値で
ある場合、事象によるハザード関数における変化は、すぐ上で説明したモデルを用いて判
定することができる。さらに、予測されるコールドヘッド故障に基づいて、コールドヘッ
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ド耐用年数を拡張するために（たとえば、圧縮装置の再充電）、またはコールドヘッド１
８０を置き換えるために、修正サービスアクションを実施することができる。コールドヘ
ッド周期の回復という点でのサービスアクションの有効性は、コールドヘッドの更新程度
（概して、ＸＢ、ＸＡに基づくハザード率の減少に対応し得る）を判定するのに用いるこ
とができる。各サービスアクションの推定更新に基づいて、上で論じたように、最適サー
ビスアクションを判定することができる。最適サービスアクションは、コールドヘッド１
８０の経年数および動作状態に依存し得ることに留意されたい。たとえば、圧縮装置の再
充電は、比較的年数の経っていないコールドヘッド１８０にとっては最適サービスアクシ
ョンになり得るが、比較的古いコールドヘッド１８０にとっては、交換が最適サービスア
クションになり得る。
【００７５】
　最後に、推奨サービスアクションが実施された後で、コールドヘッド１８０の実際の更
新を、コールドヘッド１８０の予測更新と比較して、サービスアクションの有効性を判定
することができる。このような比較は、コールドヘッド１８０が別のコールドヘッド１８
０と交換された際に行うことも可能であり得る。たとえば、交換されたコールドヘッドの
ハザード関数を、新しいコールドヘッドの推定されるハザードと（コールドヘッド交換の
トレーニングデータに基づいて）比較して、交換が有効に行われたかどうか、新しいコー
ルドヘッド１８０の性能が推定される限度ないであるかどうか判定することができる。し
たがって、欠陥のあるどのコールドヘッド１８０または交換支給物も、この分析に基づい
て識別することができる。
【００７６】
　上で概論したように、様々なデータ、予測および結果を、それぞれ、ディスプレイ２０
またはプリンタ２２を介したこのような項目の表示または印刷を含むが、それに限定され
ない適切な方式でユーザに報告することができる。一例では、このような情報は、一実施
形態によって図１０に示すように、ディスプレイ２０のウィンドウ１９０に表示すればよ
い。ここに例示する本実施形態において、スキャナ１６８などのシステムに関する存続率
予測が、ウィンドウ１９０の領域１９２内で与えられる。ウィンドウ１９０の領域１９４
は、システム上で実施することができる潜在サービスアクションのリスト１９６、ならび
にこのようなサービスアクションに続くシステムの期待存続率のリスト１９８を含み得る
。一実施形態では、潜在サービスアクション１９６の指示に加えて、データ処理システム
３２は、上で概論したように所望または最適なサービスアクションを判定し、チェックマ
ーク２００で示すようにある特定のサービスアクションを推奨してよい。こうした潜在サ
ービスアクション１９６の１つまたは複数がシステム上で実施されると、１つまたは複数
のサービスアクション１９６の有効性を、上述したように判定し、次いで領域２０２に表
示することができる。さらに、たとえば提案されるサービス時間、技術者向け注記など、
他のデータを、ウィンドウ１９０の領域２０４に表示することができる。ここでは情報を
ウィンドウ１９０中のテキストの形で示してあるが、ウィンドウ１９０中の情報は、グラ
フィカルな形式など、他の何らかの形式でも提供してよいことに留意されたい。さらに、
ここではある特定のタイプの情報を図１０に示してあるが、他の実施形態は、動作耐用年
数の予測される延長または本明細書に記載する他の情報を含む、異なる情報または付加情
報を含み得ることに留意されたい。
【００７７】
　いくつかの実施形態では、本主題の技術的効果は、特に、装置または構成要素劣化の早
期検出、および装置または構成要素向けの最適サービスアクションの判定を含み得る。さ
らに、別の技術的効果は、装置または構成要素の推定故障時間の判定、および実施される
サービスアクションの有効性の算出を含み得る。さらに、追加技術的効果は、一時的事象
検出およびこのような事象の、監視される装置または構成要素の耐用年数に対する影響の
判定を含み得る。
【００７８】
　本記載内容では、本発明を開示するために、また、どの当業者も本発明を実施すること
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、たとえばどの装置またはシステムも作成し利用し、どの組込み方法も実施することを可
能にするために、最良の形態を含む例を用いている。本発明の特許可能な範囲は、特許請
求の範囲によって定義され、当業者が考えつく他の例を含み得る。このような他の例は、
特許請求の範囲の文言とは違わない構造要素を有する限り、または特許請求の範囲の文言
との違いが本質的ではない等価構造要素を含む限り、特許請求の範囲の範囲内であること
を意図している。
【符号の説明】
【００７９】
　１０　システム
　１２　マイクロプロセッサ
　１４　メモリ
　１６　大容量記憶装置
　１８　入力装置
　２０　ディスプレイ
　２２　プリンタ
　２８　システム
　３０　装置
　３２　データ処理システム
　３４　ネットワーク
　３６　構成要素
　３８　監視回路機構
　４０　分析モジュール
　４２　出力モジュール
　４４　数学モデル
　４６　方法
　４８　動作データ
　５０　データベース
　１３０　データ獲得システム
　１３２　センサ
　１３４　患者
　１３６　データ獲得モジュール
　１３８　信号調節モジュール
　１４０　処理モジュール
　１４２　ディスプレイ／ユーザインタフェース
　１４４　アーカイブモジュール
　１５０　画像システム
　１５２　撮像機
　１５４　システム制御回路機構
　１５６　データ獲得回路機構
　１５８　データ処理回路機構
　１６０　オペレータインタフェース
　１６６　システム
　１６８　スキャナ
　１７０　勾配コイル制御回路機構
　１７１　磁石
　１７２　ＲＦコイル制御回路機構（Ｔ／Ｒ）
　１７３　寒材容器
　１７４　システムコントローラ
　１７５　冷却システム
　１７６　データ処理回路機構
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　１７７　加熱システム
　１７８　圧縮装置
　１８０　コールドヘッド
　１８２　監視回路機構
　１９０　ウィンドウ
　１９２　領域
　１９４　領域
　１９６　潜在サービスアクション
　１９８　期待存続率
　２００　チェックマーク
　２０２　領域
　２０４　領域
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